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■総合計画とは 

行政計画の最上位計画として、まちづくりのあらゆる分野における今後の方向性を掲げる計画のことです。

法律により策定が義務付けられている「法定計画」ではなくなったものの、そのまちがどのような未来を描

いていくのかを示す重要な計画として、全国の自治体で策定が続けられています。 

 

■総合計画の構成とその役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■総合計画の期間 

年度 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 
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■現総合計画の概要 

＜基本理念＞ 

合併時に示された基本理念を継承しており、以下に示す３つの基本理念により、誰もが安心して心豊かに暮ら

せる魅力ある鏡野町の創造を目指しています。 

●交流・連携する里 

人と人、地域と地域が多様な価値観や立場を尊重し合い、心と心で結び合い、支え合って、お互いの存在をパート

ナーとしてより高めていくことができる里の実現を目指します。 

●安心・安全な里 

地域の連携により、保健・医療・福祉、消防防災等、生涯の様々な段階や局面で住民を支援する体制が充実した安

心で安全な地域社会の構築を目指します。 

●子どものきらめく夢・未来を実現する里 

子どもたちが夢を抱き、希望と誇りをもって未来を創造できる里の実現を目指します。 

 

＜将来像＞ 

基本理念を踏まえ、快適で潤いのある生活空間や安心とゆとりを備えた住みやすさ、そして本町の地域らしさ

を創造し、ときが心地よく流れ、住民一人ひとりがいきいきと輝きながら暮らせる里づくりを目指します。 

 

 

  

総合計画とは 

≪基本構想≫ 

施策の基本的な方向性を

示す「まちづくりの公理」とし

て 、 「 ま ち づ く り の 基 本 理

念」、「まちの将来像」、「まち

づくりの基本方針」を定めた

ものです。 

≪基本計画≫ 

基本構想で描いた将来像

を実現するための施策を具

体化し、各分野での取り組む

べき施策の基本方向と、実現

するための主要な事業計画

を示すものです。 

≪実施計画≫ 

基本計画に掲げる施策や

事業計画を実現するための

具体的な事務事業を明らか

にするもので、各年度の事業

の規模や財源などを明確に

した予算編成の指針となる

ものです。 

具体化 実行 

まちづくりの指針として策定 

前期計画 ５年間 

基本計画を実現するために何をするべきなのか、事
務事業を設定し実行しています。 
また、事務業評価・施策評価は毎年行っています。 

毎年ローリング方式で実施 

後期計画 ５年間 
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＜施策の体系＞ 

 

＜かがみの創生総合戦略＞ 

人口減少が地域経済の負のスパイラルにつながらないよう、「定住人口の増加」、「交流人口の増加」と、本

町にさまざまな形で関わりを持つ「関係人口の増加」を同時並行的に推進していくための『かがみの創生総

合戦略（総合計画における重点プロジェクト）』を定めることで、地域の活性化を図り、人口減少の緩和を図

っています。 

 

【総合戦略が目指す方向】 

 

 

本町が、将来にわたって「活力ある地域社会」の実現を目指すため、総合戦略において、以下のとおり、次

の４つの基本目標と２つの横断的な目標の下に取り組んでいます。 

 

【総合戦略の体系】 

 


